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表紙

第 87 回

定時株主総会招集ご通知

開催日時 2024年６月25日（火曜日）

午前10時（開場時間：午前９時30分）

開催場所 横浜市中区花咲町１－22－２

ブリーズベイホテル　リゾート＆スパ　２階「カタリナ」
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株主各位

2024年６月７日

株　主　各　位
横浜市中区桜木町一丁目１番地

花 月 園 観 光 株 式 会 社
代表取締役
社　　　長 松 尾 嘉 之 輔

１．日 時 2024年６月25日（火曜日）午前10時

２．場 所 横浜市中区花咲町１－22－２

ブリーズベイホテル　リゾート＆スパ　２階「カタリナ」

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第87期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 第87期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

計算書類承認の件

第２号議案 監査役１名選任の件

第87回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第87回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月24日（月曜日）

午後５時50分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

－ 1 －
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株主各位

 

４．招集にあたっての決定事項

(1) 議案につき賛否の表示のない議決権行使書をご返送いただいた場合は、賛

成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 議決権行使書により複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたも

のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎当日は、お土産をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数に

かかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個とさせていただきますのでご了

承ください。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を

代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面

のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ

ト上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.kagetsuenkanko.co.jp）に掲

載させていただきます。

◎本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、上記当社ウェ

ブサイトに掲載させていただきます。

－ 2 －
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当事業年度の事業の状況

事 業 報 告

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

（添付書類）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移

行に伴う行動制限の緩和や雇用・所得環境の改善により、経済活動の正常

化が進む一方で、円安や不安定な国際情勢による原材料・資源価格の高騰

や物価上昇により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社が事業の主体をおく競輪業界におきましては、インターネット投票

売上高の増加傾向が続き、総車券売上高は前年を上回りました。

　しかしながら、当社の来客を主体とするサテライト事業においては、各

種キャンペーン等を実施し集客に努めたものの、生活様式の変化により新

型コロナウイルス感染拡大前の水準には戻らず、特に主力事業所であるサ

テライト横浜の上期車券売上高の減少幅が大きく、厳しい状況が続きまし

た。

このような状況のもと、当社はサテライト横浜において、2023年10月か

らスマホ投票システムを導入し、来場せずとも車券が購入できる利点を生

かし、場外でスマートフォンから車券を購入される大口顧客の獲得に努

め、一方では、2024年１月に、10階賃借部分の返却に伴う特別観覧席の移

設工事を完了致しました。

また、キャッシュレス投票型場外に転換したサテライト石鳥谷及びサテ

ライトかしまにおいては、場外での車券購入者の増加と大口顧客の獲得

に、サテライト石鳥谷内に開設したテレトラック石鳥谷においては、引き

続き馬券売上高の増加に努めました。

更に当社は、顧客サービスの向上に努め増収を図るとともに、一方で

は、各サテライトの更なる効率的な管理・運営や役員報酬カットの継続等

による諸経費の削減に努めました。

－ 3 －
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当事業年度の事業の状況

以上の結果、当事業年度の売上高は、入場人員の減少等により苦戦し、

４億７千万円（前期比10.1％減）、営業損失は５千７百万円（前期は営業

損失７千万円）、経常損失は６千３百万円（前期は経常損失７千６百万

円）、当期純損失は６千９百万円（前期は当期純損失１億５千１百万円）

となりました。

当期末の配当につきましては、財務状況等を勘案し、株主の皆様には誠

に申し訳なく深くお詫びを申しあげますが、見送りとさせていただきたく

お願い申しあげます。

事業の概況は次のとおりであります。

各サテライトにおきましては、サテライト石鳥谷の売上高は１千９百万

円（前期比7.1％減）、サテライトかしまの売上高は２千８百万円（前期

比4.9％減）、オートレース横浜分を含めたサテライト横浜の売上高は３

億７千９百万円（前期比10.6％減）、テレトラック石鳥谷の売上高は４千

１百万円（前期比同額）となりました。

②　設備投資の状況

イ．当事業年度中における設備投資

    当事業年度中における設備投資の総額は、２千３百万円であります。

　　その主なものは、サテライト横浜のスマートフォン投票システム導入

費用１千２百万円であります。

ロ．当事業年度中に実施した重要な固定資産の売却、滅失

該当事項はありません。

③　資金調達の状況

　当事業年度中に、設備投資資金として、金融機関より長期借入金として

３千４百万円、短期借入金として４千７百万円の調達を行いました。

－ 4 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第　84　期
2020年度

第　85　期
2021年度

第　86　期
2022年度

第87期(当期)
2023年度

売 上 高 596,211千円 643,558千円 523,860千円 470,751千円

経 常 利 益
又は経常損失(△)

22,047千円 △40,556千円 △76,986千円 △63,605千円

当 期 純 損 失 ( △ ) △3,175千円 △81,467千円 △151,401千円 △69,343千円

１ 株 当 た り 当 期 純 損 失 ( △ ) △1.81円 △46.39円 △86.22円 △39.49円

総 資 産 1,157,205千円 994,661千円 805,726千円 737,271千円

純 資 産 425,846千円 342,563千円 191,908千円 124,683千円

１株当たり純資産 242.50円 195.08円 109.29円 71.01円

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号  2020年３月31日)等を2021年

度の期首から適用しており、2021年度以降に係る各数値については、当該会計基準

等を適用した後の数値となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

－ 5 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

(4) 対処すべき課題

今後の当社を取り巻く経営環境は、ファンの高齢化やインターネット投票

売上高比率増加の影響からも、依然として厳しい状況が続くものと思われま

す。

このような状況のもと、当社が更なる企業成長を目指すために対処する課

題は次のとおりであります。

①　キャッシュレス投票型場外における新規顧客の獲得

　　当社は業界初の試みとして、インターネット投票サイトを運営する企業

が開発した「クラップシステム」を導入し、既に２箇所の当社サテライト

をキャッシュレス投票型場外へ、また、サテライト横浜においては、スマ

ホ投票システムを導入いたしました。今後は、場外でスマートフォンから

車券を購入される顧客の獲得に努め、増収を図ってまいります。

②　複合型場外化の更なる推進

　　当社は既に、サテライト横浜においてオートレースの発売を、また、サ

テライト石鳥谷においては地方競馬の発売を開始し、複合型場外化を果た

しております。今後は残るサテライトにおいても複合型場外化を更に推し

進め、オートレース場外車券売場の増設やＪＲＡの場外馬券発売所（Ｊ-

ＰＬＡＣＥ）の誘致にも積極的に取り組み、増収を図ってまいります。

③　サテライト・オートレース横浜事業への注力

　　主力事業であるサテライト・オートレース横浜においては、既に保守体

制を含む投票関連業務の自営化や賃借区画の一部明け渡しにより経費削減

を推し進め、また、本社との一体化を果たしております。今後は、スマホ

投票システム導入に伴う大口顧客の獲得により増収を図るとともに、更な

る業務改善に努め、また、自社所有である他のサテライトの今後の在り方

についても、併せて検討してまいります。

今後とも当社は、収益力の向上と経営基盤の安定化に努め、一日も早い復

配に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒より一層のご指導とお力添えを賜りま

すようお願い申しあげます。

－ 6 －
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主要な事業内容

名 称 所 在 地

本 社 神 奈 川 県 横 浜 市

サ テ ラ イ ト 石 鳥 谷 岩 手 県 花 巻 市

サ テ ラ イ ト か し ま 福 島 県 南 相 馬 市

サ テ ラ イ ト 横 浜 神 奈 川 県 横 浜 市

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

13（15）名 １名減（２名減） 57.6歳 25.6年

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 284,429千円

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 82,150千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 57,160千円

松 尾 嘉 之 輔 38,000千円

(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

当社の主要な事業は、サテライト（競輪専用場外車券売場）の賃貸及び各

種公営競技投票券発売所の運営受託であります。

(6) 主要な事業所（2024年３月31日現在）

（注）　サテライト石鳥谷内に、地方競馬の場外馬券発売所「テレトラック石鳥谷」を、

サテライト横浜内に、オートレースの場外車券売場「オートレース横浜」を併設

しております。

(7) 使用人の状況（2024年３月31日現在）

（注）　使用人数は就業人員であり、パートタイマーは（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 7 －
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 4,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,766,600株（自己株式10,687株を含む）

(3) 株主数 1,099名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 松 尾 工 務 店 543千株 31.0％

松 尾 嘉 之 輔 288 16.4

京浜セーフティサービス株式会社 279 15.9

内 藤 征 吾 86 4.9

株 式 会 社 フ リ ー ト 81 4.7

株 式 会 社 横 浜 銀 行 62 3.6

村 山 信 也 44 2.6

尾 崎 高 一 郎 18 1.0

日 本 エ コ シ ス テ ム 株 式 会 社 14 0.8

稲 田 安 弘 13 0.8

２．株式の状況（2024年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式（10,687株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 8 －
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 松　尾　嘉之輔

常 務 取 締 役 堤 　 道 雄 総務部担当

取 締 役 松 尾 文 明
株式会社松尾工務店代表取締役会長ＣＥＯ
和興通商株式会社代表取締役
一般社団法人神奈川県建設業協会会長

取 締 役 杉 山 　 勲
京浜急行電鉄株式会社執行役員
グループ統括部長・総務部担当

取 締 役 松 尾 　 潤
経理部担当
京浜セーフティサービス株式会社代表取締役
株式会社フリート代表取締役

監 査 役 福 間 　 晋
株式会社松尾工務店代表取締役副社長
営業統括本部長

監 査 役 岡 留 三 郎 株式会社松尾工務店参与

４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１．取締役松尾文明、杉山　勲の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役福間　晋、岡留三郎の両氏は、社外監査役であります。

３．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

　①社外取締役佐藤憲治氏は、2023年６月23日開催の第86回定時株主総会終結の時

をもって、任期満了により退任いたしました。

　②社外取締役杉山　勲、取締役松尾　潤の両氏は、2023年６月23日開催の第86回

定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。

　③監査役松尾　潤氏は、2023年６月23日開催の第86回定時株主総会終結の時をも

って、辞任により退任いたしました。

４．当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とし

ております。

－ 9 －
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会社役員の状況

区 分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

24,045
（3,600）

24,045
（3,600）

－
（－）

－
（－）

６
（３）

監 査 役
（うち社外監査役）

4,350
（3,900）

4,350
（3,900）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

合 計
（うち社外役員）

28,395
（7,500）

28,395
（7,500）

－
（－）

－
（－）

９
（５）

(2) 取締役及び監査役の報酬等

①　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）上記には、2023年６月23日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって、任期満了

により退任した社外取締役１名及び辞任により退任した監査役１名の在任中の報酬

額が含まれております。

②　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、1991年６月27日開催の第54回定時株主総会において年

額130百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時点の取締役の員数は18名であります。

　監査役の金銭報酬の額は、1991年６月27日開催の第54回定時株主総会において年

額14百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数

は４名であります。

③　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　取締役会は、代表取締役社長松尾嘉之輔氏に対し各取締役の基本報酬の額の評価

配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ

各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
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(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役松尾文明氏は、株式会社松尾工務店の代表取締役会長ＣＥＯ及び

和興通商株式会社の代表取締役並びに一般社団法人神奈川県建設業協会

の会長であります。株式会社松尾工務店は当社の筆頭株主であり、ま

た、当社と同社との間には建築工事等の取引関係がありますが、和興通

商株式会社及び一般社団法人神奈川県建設業協会と当社との間には特別

な関係はありません。

・取締役杉山　勲氏は、京浜急行電鉄株式会社の執行役員グループ統括部

長・総務部担当であります。京浜急行電鉄株式会社と当社との間には特

別な関係はありません。

・監査役福間　晋氏は、株式会社松尾工務店の代表取締役副社長営業統括

本部長であります。株式会社松尾工務店は当社の筆頭株主であり、ま

た、当社と同社との間には建築工事等の取引関係があります。

・監査役岡留三郎氏は、株式会社松尾工務店の参与であります。株式会社

松尾工務店は当社の筆頭株主であり、また、当社と同社との間には建築

工事等の取引関係があります。

②　当事業年度における主な活動状況

・取締役松尾文明氏は、当事業年度に開催された取締役会の100％に出席

し、企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案の審議等

に必要な発言を適宜行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための

適切な役割を果たしております。

・取締役杉山　勲氏は、2023年６月23日就任以降、当事業年度に開催され

た取締役会の100％に出席し、豊富な経験と高い見識に基づき、議案の

審議等に必要な発言を適宜行い、意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための適切な役割を果たしております。

・監査役福間　晋氏は、当事業年度に開催された取締役会の100％、2024

年５月18日に開催された監査役会に出席し、企業経営者としての豊富な

経験と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の適正性を確保するため

の発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を

行っております。

・監査役岡留三郎氏は、当事業年度に開催された取締役会の100％、2024

年５月18日に開催された監査役会に出席し、豊富な経験と高い見識に基

づき、取締役会の意思決定の適正性を確保するための発言を行っており

ます。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っております。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

取締役及び使用人の法令、定款及び社内規程遵守のため、コンプライア

ンス教育の充実を図り、コンプライアンス体制の確立と維持・向上に努め

ることとする。

取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、他の取締役の

職務執行について、相互に監視・監督することとする。

複数の社外取締役を継続して選任することにより、常勤取締役の職務執

行状況の監視・監督機能の維持・向上を図るものとする。

監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含

め監査基準及び監査計画に基づき取締役の職務執行を監査することとす

る。

使用人が、法令違反の疑義ある行為等を発見したときは、内部者通報制

度運用規程に基づき、直接社内に設置した窓口に通報・相談し、通報者に

は不利益が生じない体制を整備することとする。

反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態

度で臨むとともに、関係機関と緊密な連携を取り合い、反社会的勢力とは

取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備することとする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は文書に記録し、法令等に基づき、総務

部において保存及び管理することとする。

必要に応じ、取締役及び監査役等が閲覧可能な体制を整備することとす

る。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する総括責任者を代表取締役社長とし、各部門長ととも

に、リスク管理規程に基づき各部門に関するリスクを体系的に管理するこ

ととする。

各部門においては、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把

握・分析・評価したうえで、関連規程等に基づきリスク管理体制の整備を

図ることとする。

当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合には、代表取締

役社長を委員長とするリスク対策委員会を設置し、発生したリスクによる

損失を最小限に止めるとともに、再発防止に努め、企業価値を保全する体

制を整備することとする。
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　グループ各社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合には、

グループ各社の取締役及び監査役は速やかに当社へ報告するものとし、当

社はリスク管理規程に基づき、発生したリスクによる損失を最小限に止め

るとともに、再発防止に努め、企業価値を保全する体制を整備することと

する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営と職務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から、取締役

会は経営戦略の創出及び職務執行の監督という本来の機能に特化し、常勤

取締役は、自己の職務を執行することとする。

取締役会の職務執行の効率性を高めるため、常勤取締役及び執行役員で

構成する常勤役員会を随時開催し、経営の全般的執行方針その他経営に関

する重要事項について協議することとする。

各部門においては、組織及び業務分掌規程並びに事務決裁規程に基づ

き、効率的な職務の執行を行うこととする。

⑤　当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

必要に応じて、当社取締役及び監査役並びに使用人を、グループ各社へ

取締役及び監査役として派遣し、取締役はグループ各社の取締役の職務執

行を監視・監督し、監査役はグループ各社の職務執行状況を監査すること

とする。

グループ各社の責任者は、常勤役員会において各社の現状を報告すると

ともに、課題等について協議し、また、当社の社長が取締役会において、

現状及びその協議の結果等を報告することとする。

グループ各社の要請に基づき、総務部・経理部等の関係部門はその専門

的職務につき支援を行い、指導・育成することにより、その業務の適正を

確保するための体制を確保するものとする。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、その職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、総務部等

の所属社員に対し、監査業務に必要な事項を指示することができるものと

する。

監査役より監査業務に必要な指示を受けた社員は、その指示に関して、

取締役及び所属部署責任者等の指揮命令は受けないものとする。

　監査役より監査業務に必要な指示を受けた社員は、監査役の職務の補助

を優先し、兼務する部署の責任者等は必要な支援を行うこととする。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

取締役及び使用人は監査役に対し、法定の事項に加え、当社の業務又は

業績に影響を与える重要な事項等について、速やかに報告するものとす

る。また、前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及

び使用人に対し報告を求めることができることとする。

　グループ各社の取締役及び監査役並びに使用人は、当社の監査役に対

し、グループ各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項等について、

速やかに報告するものとする。また、前記にかかわらず、当社の監査役は

いつでも必要に応じて、グループ各社の取締役及び監査役並びに使用人に

対し報告を求めることができることとする。

⑧　監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　当社は、監査役へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由とし

て、不利益な取扱いをしてはならないことを周知徹底することとする。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたと

きは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することと

する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役及び使用人の重要な意思決定の過程及び職務の執行状

況を把握するため、取締役会の他重要な諸会議に出席し、また、業務執行

に関する重要な文書等を閲覧するとともに、必要に応じてその説明を求め

ることができることとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・当該方針に記載の項目については、既に基本的な制度や仕組みを整備済

みであり、引き続き適切な運用を行っております。

・２名の社外取締役が、常勤取締役の職務執行状況を監視・監督し、取締

役会において活発に意見を述べております。

・内部者通報制度運用規程に基づく通報窓口については、社内に周知して

おりますが、当事業年度において通報はありませんでした。

・神奈川県企業防衛対策協議会に加盟し、また、関係機関とも常に連携を

取り合い、反社会的勢力排除に向けた体制の強化を図っております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会規程、常勤役員会規程、業務分掌規程、事務決裁規程等に基づ

き、適切な保存及び管理を行っております。

・監査役等からの求めに応じ、担当部署は当該請求のあった文書を閲覧に

供し又は謄本を提供しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・関連リスクを的確に把握するとともに、リスク発生につながる事項につ

いては社内で情報を共有し、リスク回避に努めております。

・グループ会社においてリスクが発生した場合には、グループ会社の取締

役を兼務する当社取締役が速やかに報告する体制を整えております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、社外監査役

２名も出席しております。

・取締役会規程等に基づき、当事業年度においては取締役会６回、常勤役

員会８回を開催いたしました。

・執行役員制度を導入することにより、経営と職務執行の分離及び責任と

権限の明確化を図り、効率的な職務執行を行っております。
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⑤　当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

・当社の取締役がグループ会社の取締役を兼務し、グループ会社の取締役

の職務執行を監視・監督しております。

・グループ会社の現状については、担当役員が常勤役員会において報告

し、また、社長が取締役会において報告するとともに、課題等について

協議しております。

・関係部門が、常にグループ会社に対する指導・育成を行っております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・総務部等の担当者が、監査役の要請に対し速やかに、また、優先的に対

応する体制を整えております。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

・監査役が、取締役会に出席し報告を受けるとともに、重要書類を全て開

示しております。

⑧　監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

・内部者通報制度運用規程の通報者保護規定を適用し、いかなる不利益な

取扱いも行ってはならないことを周知しております。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

・必要に応じて費用の前払いを行うなど、監査役からの請求に対し、速や

かに処理する体制を整えております。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は取締役会に出席し、また、必要に応じ決裁書類等の閲覧を行っ

ております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

そ の 他

固 定 資 産

(有 形 固 定 資 産)

建 物

構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

(無 形 固 定 資 産)

そ の 他

(投資その他の資産)

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

そ の 他
　

119,058

59,838

51,904

7,314

618,213

454,510

78,255

0

337,714

32,499

6,039

2,937

2,937

160,765

31,173

118,545

11,046
　

流 動 負 債 298,959

短 期 借 入 金 50,000

株主、役員又は従業員からの
短 期 借 入 金

38,000

１年内返済予定の長期借入金 96,109

１年内返済予定のリース債務 10,259

未 払 金 79,787

未 払 法 人 税 等 942

未 払 消 費 税 等 3,651

預 り 金 18,633

そ の 他 1,576

固 定 負 債 313,628

長 期 借 入 金 277,630

リ ー ス 債 務 28,367

繰 延 税 金 負 債 4,270

退 職 給 付 引 当 金 3,360

負 債 合 計 612,588

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 114,864

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 247,127

資 本 準 備 金 25,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 222,127

利 益 剰 余 金 △220,744

繰 越 利 益 剰 余 金 △220,744

自 己 株 式 △11,518

評価・換算差額等 9,818

その他有価証券評価差額金 9,818

純 資 産 合 計 124,683

資 産 合 計 737,271 負 債 純 資 産 合 計 737,271

（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

(自　2023年４月１日
至　2024年３月31日)

科 目 金 額

売 上 高 470,751

売 上 原 価 312,309

売 上 総 利 益 158,441

販売費及び一般管理費 215,638

営 業 損 失 △57,196

営 業 外 収 益

受取利息及び受取配当金 1,249

補 助 金 収 入 636

そ の 他 1,858 3,744

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,153 10,153

経 常 損 失 △63,605

特 別 利 益

投資有価証券売却益 9,875

受 取 保 険 金 5,419 15,294

特 別 損 失

リ ー ス 解 約 損 1,696

固 定 資 産 除 却 損 4,522

事 業 整 理 損 13,870 20,090

税 引 前 当 期 純 損 失 △68,400

法人税、住民税及び事業税 942

当 期 純 損 失 △69,343

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(自　2023年４月１日
至　2024年３月31日)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 100,000 25,000 222,127 247,127 △151,401 △151,401 △11,507 184,291

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △69,343 △69,343 △69,343

自己株式の取得 △11 △11

株主資本以外の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △69,343 △69,343 △11 △69,354

当 期 末 残 高 100,000 25,000 222,127 247,127 △220,744 △220,744 △11,518 114,864

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換
算差額等
合 計

当 期 首 残 高 7,688 7,688 191,908

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △69,343

自己株式の取得 △11

株主資本以外の
項目の当期変動
額 （ 純 額 ）

2,129 2,129 2,129

当 期 変 動 額 合 計 2,129 2,129 △67,224

当 期 末 残 高 9,818 9,818 124,683

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（リース資産を除く）なお、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法によっております。

公営競技関連事業
　業務受託収入 463,759
　物品の販売 6,992
顧客との契約から生じる収益 470,751
その他の収益 －
外部顧客への売上高 470,751

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
関連会社株式………………………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産………定率法

②　無形固定資産………定額法
（リース資産を除く）なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③　リース資産…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

(3) 引当金の計上基準
①　退職給付引当金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務の額に基づき計上しております。
(4) 収益及び費用の計上基準

①　業務受託収入
当社は、サテライト(競輪専用場外車券売場)及び各種公営競技投票券発売所の
運営受託を行っております。業務受託収入は、顧客との契約における履行義務
の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。

②　物品の販売
当社は物品の販売を行っております。物品の販売については、物品の引渡時点
において顧客が当該物品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足さ
れると判断しており、当該物品の引渡時点で収益を認識しております。

２.  収益認識に関する注記
(１)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、公営競技関連事業の単一セグメントであります。
種類別に分解した売上高は以下のとおりです。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
（単位：千円）

(２)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。
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個別注記表

建物 63,010千円
土地 337,714千円
投資有価証券 26,173千円
計 426,898千円

１年内返済予定の長期借入金 57,556千円
長期借入金 190,998千円
計 248,554千円

有形固定資産の減価償却累計額 1,400,859千円

営業取引以外の取引による取引高 5,450千円

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりで
す。
繰延税金負債　4,270千円

４．貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

(2) 資産に係る減価償却累計額

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
　(3) 取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務
      金銭債務　　　　　　　　　　　　    　38,000千円
５．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高
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個別注記表

株 式 の 種 類
当事業年度期首
の 株 式 数

当事業年度の
増 加 株 式 数

当事業年度の
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普通株式（株） 1,766,600 － － 1,766,600

株 式 の 種 類
当事業年度期首
の 株 式 数

当事業年度の
増 加 株 式 数

当事業年度の
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普通株式（株） 10,587 100 － 10,687

６．株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動事由の概要）
    普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加

によるものであります。

７．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①　金融商品に対する取組方針
　設備投資計画に照らして必要な資金及び運転資金を銀行借入により調達しており
ます。なお、デリバティブ取引については、現在利用しておらず、投機的な取引は
行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券
は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ます。また、取引先企業に対し長期貸付を行っております。
　営業債務である未払金は、そのほとんどが１ケ月以内の支払期日であります。借
入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金
調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。長期借入
金については、将来の金利変動リスクを回避するため固定金利で借り入れておりま
す。

③　金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ）信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
　営業債権及び長期貸付金については、各事業部門・経理部において取引先の状
況を随時確認し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早
期把握や軽減を図っております。

ⅱ）市場リスクの管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を
把握し、保有状態を継続的に見直しております。

ⅲ）資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の
管理
　各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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個別注記表

貸借対照表計上額 時 価 差 額

①　投資有価証券 (*2) 26,173 26,173 －

資 産 計 26,173 26,173 －

①　長期借入金（１年内含む） 373,739 373,175 △563
②　リース債務（１年内含む） 38,626 40,535 1,908

負 債 計 412,365 413,710 1,345

区分 当事業年度（千円）

非上場株式 5,000

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（(*2)参
照）。

（単位：千円）

(*1)  「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「預り金」及び「短期借入金」に
ついては短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

(*2）  市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融
商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に
関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した
時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が
最も低いレベルに時価を分類しております。

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加
味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。
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個別注記表

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 101,571千円
退職給付引当金 1,018千円
減損損失 91,181千円
その他 7,145千円

繰延税金資産小計 200,916千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △101,571千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △99,344千円

評価性引当額小計 △200,916千円
繰延税金資産合計 -千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △4,270千円

繰延税金負債合計 △4,270千円

繰延税金負債の純額 △4,270千円

８．税効果会計に関する注記
  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

属 性
会社等の
名 称

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

役員
主要株主 松尾嘉之輔

(被所有)
直接　16.5%

資金の借入
資金の借入

(注)
38,000

株主、役員
又は従業員
からの短期
借入金

38,000

属 性
会社等の
名 称

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を有し
ている会社

等

㈱フリート
(注1)

(被所有)
直接　4.7%

役員の兼務

器具備品の
売却(注2)

14,410 － －

リース資産
の取得(注2)

13,103 － －

リース債務
の返済(注2)

1,491 リース債務 12,918

支 払 利 息
(注2)

719 － －

１株当たり純資産額 71円01銭

１株当たり当期純損失 △39円49銭

９．関連当事者との取引に関する注記

  役員及び主要株主等
（単位：千円）

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　 (注)利息の支払はしておりません。

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注)１.当社取締役が議決権を所有している会社であります。

     ２.取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取

引と同様に決定しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
    該当事項はありません。
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監査役の監査報告

監　査　報　告　書

　私たち監査役は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第87期事業年度にお

ける取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のと

おり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　各監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人

等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

たしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書について検討いたしました。

　さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその

附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要　　　　　　

な点において適正に表示しているものと認めます。

社外監査役 福 間　　晋 ㊞

社外監査役 岡 留 三 郎 ㊞

2024年５月20日

花月園観光株式会社

　

監査役の監査報告

以　上
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氏　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

ふく

福 
 

　
ま

間
 

　 
 

　
すすむ

晋

（1961年８月９日生）

【再　任】

【社外監査役】

1986年４月 株式会社松尾工務店入社

2012年４月 同社東京支店取締役支店長

2014年４月 同社常務取締役東京支店長

2016年４月 同社専務取締役営業統括本部長

　　　　　　兼東京営業本部長

2019年６月 当社社外監査役（現任）

2022年３月 株式会社松尾工務店取締役副社長

　　　　　　営業統括本部長

2024年３月 同社代表取締役副社長

　　　　　　営業統括本部長（現任）

―

（重要な兼職の状況）

　株式会社松尾工務店代表取締役副社長

　営業統括本部長

【社外監査役候補者とした理由】

福間　晋氏は、株式会社松尾工務店において代表取締役副社長を現任され、経営者とし

ての豊富な経験と高い見識を有しております。また、2019年６月から、当社社外監査役

として、公正かつ中立な立場から監査を行っていただいていることから、引き続き社外

監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．福間　晋氏は、株式会社松尾工務店の代表取締役副社長営業統括本部長を兼

務しており、当社は同社との間に建築工事等の取引関係があります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　第87期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類承認

の件

　　　会社法第438条第２項の規定に基づき、当社第87期の計算書類の承認をお

願いするものであります。

　　　議案の内容は、添付書類（17頁から25頁）に記載のとおりであります。

　　　なお、取締役会といたしましては、計算書類が法令及び定款に従い、会社

の財産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。

第２号議案　監査役１名選任の件

　　　本総会終結の時をもって、監査役全員（２名）は任期満了となりますの

で、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　　　なお、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

２．福間　晋氏は、社外監査役候補者であります。

－ 27 －
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３．福間　晋氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期

間は、本総会終結の時をもって５年となります。

４．当社は福間　晋氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま

す。なお、福間　晋氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継

続する予定であります。

以　上
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株主メモ

会社の概要（2024年３月31日現在）

商 号 花月園観光株式会社

設 立 1950年７月15日

資 本 金 １億円

従 業 員 数 13名

事 業 所 本社（神奈川県横浜市）

サテライト石鳥谷（テレトラック石鳥谷を併設・岩手県花巻市）

サテライトかしま（福島県南相馬市）

サテライト横浜（オートレース横浜を併設・神奈川県横浜市）

株 主 メ モ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

基 準 日 毎年３月31日

その他必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準

日を定めます。

定 時 株 主 総 会 毎年６月開催

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先

及 び 照 会 先

〒168－0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電話　0120－782－031（フリーダイヤル）

（ご参考）

【住所変更、単元未満株式の買取等に関するお問い合わせ先】

株主名簿管理人である、三井住友信託銀行株式会社の上記の照会先にお願いい

たします。
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地図

株主総会会場ご案内図

会場　横浜市中区花咲町１－22－２

ブリーズベイホテル　リゾート＆スパ　２階「カタリナ」

電話　０４５（２５３）５５５５（代表）

大
岡

川

ち
ぇ
る
る

平
戸
桜
木
町
道
路

動く歩道

みなとみらい線
馬車道駅

JR桜木町駅

北仲橋

ランド
マーク
タワー

みなとみらい大通り

国道16号線

医療センター
ビル ぴおシティ

郵便局

新横浜通り

徒歩順路

野毛本通り
都橋
都橋

野毛三

日本丸

桜川橋北

桜川橋

至大船
大江橋

関内

南2番出口

地下鉄桜木町駅

野毛ちかみち
入口

弁天橋

新横浜

コレットマーレ

至横浜

横浜銀行

ブリーズベイホテル

交通機関

◎ＪＲ京浜東北・根岸線「桜木町」駅南改札口より徒歩３分

◎横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅より徒歩３分

◎みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩７分

※ＪＲ、地下鉄でお越しの際は、桜木町駅「野毛ちかみち連絡口

南２番出口」をご利用ください。


